


 

 

 

鹿児島市及び姶良市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約 

 

 

 鹿児島市（以下「甲」という。）及び姶良市（以下「乙」という。）は、連携中枢都市圏を

形成するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項の規定に基づき、

次のとおり連携協約を締結する。 

 

 

 （目的） 

第１条 この連携協約は、甲及び乙が、人口減少・少子高齢社会にあっても、住民が安心して

快適な暮らしを営むことができる活力ある連携中枢都市圏を形成することを目的とする。 

 

 （基本的な方針） 

第２条 甲及び乙は、甲を連携中枢都市とする圏域の形成に協力して取り組むため、次に掲げ

る事項について、相互の資源及び機能を活用し、連携を図るものとする。 

 (1) 圏域全体の経済成長のけん引 

 (2) 高次の都市機能の集積・強化 

 (3) 圏域全体の生活関連機能サービスの向上 

 

 （取組内容等） 

第３条 甲及び乙が連携して取り組む内容及び役割分担は、別表に掲げるとおりとする。 

 

 （費用分担） 

第４条 前条に規定する事務を処理するために要する費用の分担については、甲及び乙が協議

して別に定める。 

 

 （協議） 

第５条 甲及び乙の長は、連絡調整を図るため、毎年度協議を行うものとする。 

 

 





 

 

別表（第３条関係） 

 (1) 圏域全体の経済成長のけん引 

項目 取組内容 甲の役割 乙の役割 

産学金官民

一体となっ

た協議会の

設置・運営 

産学金官民が一体となった協

議会の設置・運営を行い、経

済成長のけん引等に係る取組

の検討などを行う。 

協議会の設置・運営

を行い、取組の検討

などを行う。 

協議会に参加し、取 

組の検討などを行う。 

新規創業促

進 

ベンチャービジネスの展開や

新規創業の促進、中小企業の

情報化促進など、新規創業者

等に対する支援に取り組む。 

新規創業者等に対す

る支援に中心となっ

て取り組む。 

新規創業者等に対す

る支援に甲と協力し

て取り組む。 

雇用機会の

拡大 

企業誘致や雇用に関する情報

発信など、雇用機会の拡大に

取り組む。 

雇用機会の拡大に中 

心となって取り組む。 

雇用機会の拡大に甲 

と協力して取り組む。 

新産業の創

出支援 

新商品やサービスの開発に取

り組む事業者の支援など、新

産業の創出支援に取り組む。 

新産業の創出支援に

中心となって取り組

む。 

新産業の創出支援に

甲と協力して取り組

む。 

地域資源を

活用した経

済活動の支

援 

地域資源を活用した新商品開

発や販路開拓などの支援に取

り組む。 

新商品開発や販路開

拓などの支援に中心

となって取り組む。 

新商品開発や販路開

拓などの支援に甲と

協力して取り組む。 

資源を生か

した観光力

の強化 

観光資源を生かしたイベント

等における連携や情報発信な

どに取り組む。 

イベント等における

連携や情報発信など

に中心となって取り

組む。 

イベント等における

連携や情報発信など

に甲と協力して取り

組む。 

 

 (2) 高次の都市機能の集積・強化 

項目 取組内容 甲の役割 乙の役割 

医療体制の

充実 

安心安全な質の高い医療を提

供するため、医療体制の充実

を図る。 

医療体制の充実に取

り組む。 

甲の取組に協力する。 

高度な中心

拠点の整備 

住民の利便性の向上につなが 

る中心拠点の整備に取り組む。 

中心拠点の整備に取

り組む。 

甲の取組に協力する。 

  



 

 

 (3) 圏域全体の生活関連機能サービスの向上 

項目 取組内容 甲の役割 乙の役割 

子育て支援

の推進 

子育て支援に関する情報発信

など、子育てしやすい環境の

整備に取り組む。 

子育てしやすい環境

の整備に中心となっ

て取り組む。 

子育てしやすい環境

の整備に甲と協力し

て取り組む。 

公共施設の

利便性向上 

公共施設の広域利用など、施

設の利便性向上に取り組む。 

公共施設の利便性向

上に中心となって取

り組む。 

公共施設の利便性向

上に甲と協力して取

り組む。 

環境意識の

向上 

環境学習講座の開催など、環

境意識の向上に取り組む。 

環境意識の向上に中 

心となって取り組む。 

環境意識の向上に甲 

と協力して取り組む。 

公共施設マ

ネジメント

の推進 

研修等により職員の能力向上

を図るなど、公共施設の適切

な管理・運営に取り組む。 

公共施設の適切な管

理・運営に中心とな

って取り組む。 

公共施設の適切な管

理・運営に甲と協力

して取り組む。 

市民活動の

促進 

協働によるまちづくりを推進

するため、市民活動団体の活

動促進に取り組む。 

市民活動団体の活動

促進に中心となって

取り組む。 

市民活動団体の活動

促進に甲と協力して

取り組む。 

交通環境の

整備 

道路等の整備や広域道路網の

充実強化など、交通環境の整

備に取り組む。 

交通環境の整備に中 

心となって取り組む。 

交通環境の整備に甲 

と協力して取り組む。 

災害対策 大規模災害発生時における相

互応援など、災害対策に取り

組む。 

災害対策に乙と協力

して取り組む。 

災害対策に甲と協力

して取り組む。 

住民の交流

や移住の促

進 

住民の交流の促進や情報発信

などによる移住の促進に取り

組む。 

住民の交流や移住の

促進に中心となって

取り組む。 

住民の交流や移住の

促進に甲と協力して

取り組む。 

職員の交流 職員の資質の向上を図るため、 

職員の人事交流などに取り組

む。 

職員の人事交流など

に中心となって取り

組む。 

職員の人事交流など

に甲と協力して取り

組む。 

 

 




